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魏
源
は
、
内
憂
外
息
相
織
ぐ
清
朝
衰
退
期
に
生
き
た
人
で
あ

る
。
か
れ
自
身
、
〈
聖
武
記
叙
〉
の
中
で
、
み
ず
か
ら
の
半
生
と

祉
會
的
環
境
と
を
回
顕
し
て
、
次
の
よ
う
に
の
べ
て
い
る
。

生
子
乾
隆
征
楚
苗
之
前
一
歳
、
中
更
嘉
疫
征
数
匪
・
征
海
寇
之

年
、
迄
十
八
賊
畿
輔
靖
賊
之
歳
、
始
貢
京
師
、
又
迄
道
光
征
回

蜀
之
歳
、
始
絋
仕
京
師
。

か
れ
の
生
ま
れ
た
乾
隆
年
間
は
、
太
平
の
治
世
を
謳
歌
し
て
い

た
に
も
拘
ら
ず
、
山
東
王
倫
の
胤
（
乾
隆
三
十
九
年
）
関
州
甘
粛
回

敦
徒
の
胤
（
同
四
十
六
年
よ
り
四
十
九
年
ま
で
）
棗
潤
天
地
會
の
胤

（
同
五
十
一
年
）
等
と
、
農
民
或
は
宗
数
結
祉
に
よ
る
反
胤
が
頻
登

し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
清
朝
の
祉
會
の
内
部
矛
盾
が
次
第
に
激
化

し
つ
つ
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
、
こ
の
傾

向
は
乾
隆
末
年
か
ら
嘉
慶
へ
至
る
や
、
最
的
に
撒
大
さ
れ
る
の
み

な
ら
ず
、
質
的
に
も
尖
鋭
化
の
様
相
を
帯
び
て
く
る
。
魏
源
の

魏

涼

思

想

試

論

は

じ

め

に

魏

源

思

想

試

前111!:l 

ま
れ
た
乾
隆
五
十
九
年
に
は
、
の
引
用
に
あ
る
楚
苗
の
反
胤
の

ほ
か
、
貴
州
苗
民
の
反
胤
も
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
か
れ
が
〈
奸
苗

客
民
を
逐
い
故
地
を
復
す
と
但
言
し
、
群
楽
争
つ
て
百
戸
を
殺
し

て
靱
應
す
〉
（
聖
武
記
結
七
乾
隆
湖
貴
征
苗
記
）
と
記
し
て
い
る
程
に

激
烈
な
も
の
で
あ
る
。
嘉
疫
征
敦
匪
の
数
匪
と
い
う
の
は
、
早
く

も
乾
隆
四
十
年
に
始
ま
り
嘉
慶
初
年
に
至
っ
て
大
規
模
化
し
た
白

蓮
数
徒
の
反
胤
を
指
す
。
四
川
・
湖
北
、
映
西
、
甘
粛
・
河
南
と

中
原
か
ら
迦
境
に
ま
で
及
ぶ
廣
大
な
地
域
に
わ
た
っ
て
、
大
暴
動

が
展
開
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
鎮
座
す
る
た
め
に
、
清
朝
政

植
は
國
庫
の
極
端
な
疲
弊
を
き
た
し
、
乾
隆
朝
の
誇
っ
た
富
裕
な

財
政
も
、
こ
の
一
戦
で
忽
ち
窮
乏
に
瀕
し
た
の
で
あ
る
。
ま
た
こ

の
時
、
消
刺
政
櫂
は
軍
事
費
の
調
逹
に
苦
し
ん
だ
為
に
、
地
方
の

自
骰
的
な
軍
事
組
織
と
し
て
形
成
さ
れ
た
圃
練
・
郷
勇
・
郷
楽
の

①
 

力
に
依
存
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
り
、
将
来
に
禍
根
を
残
す
の
で
あ

る
。
そ
し
て
、
こ
れ
よ
り
後
、
消
朝
政
櫂
の
ぱ
急
速
に
動
揺

し
て
い
っ
た
。

坂

出

詳

伸



魏

源

思

想

試

論

次
の
征
海
寇
と
い
う
の
は
、
嘉
慶
八
年
か
ら
十
一
一
に
か
け
て

間
浙
地
方
を
脅
か
し
た
察
牽
ら
の
海
盗
を
鎮
墾
し
た
事
件
を
指
し

て
い
る
。
畿
輔
靖
賊
と
は
、
嘉
慶
十
八
年
河
南
に
起
り
、
一
時
は

皇
帝
の
生
命
を
も
危
く
し
て
天
下
を
震
撼
さ
せ
た
所
の
林
消
ら
天

里
敦
徒
の
胤
で
あ
る
。
道
光
征
回
郎
と
は
、
道
光
六
年
の
張
格
雨

を
首
領
と
す
る
回
族
の
反
胤
で
あ
り
、
こ
れ
が
鎮
堅
の
軍
に
は
、

魏
源
も
参
加
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
如
く
、
魏
源
自
身
の
回
顧
に
捩
る
だ
け
で
も
、
幾
多
の

反
胤
が
綬
登
し
て
い
る
こ
と
を
知
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
反

乱
の
基
本
的
性
格
は
、
消
朝
政
櫂
の
苛
酷
な
政
治
に
封
す
る
民
衆

の
激
し
い
抵
抗
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
皮
肉
な
こ
と
に
、
魏

源
自
身
も
次
の
よ
う
に
記
録
し
て
い
る
。

越
二
年
、
則
有
天
里
敦
匪
之
愛
、
亦
名
八
卦
数
、
緊
衆
緻
財
、

愚
民
苦
脊
吏
者
争
典
焉
。
（
聖
武
記
巻
十
忍
疫
畿
輔
錆
賊
記
）

か
れ
は
支
配
者
側
の
一
官
僚
で
あ
り
な
が
ら
も
、
こ
こ
で
は
、

天
里
数
の
胤
が
、
脊
吏
に
苦
し
め
ら
れ
た
愚
民
に
よ
る
自
己
の
生

存
権
を
賭
け
た
反
胤
で
あ
っ
た
こ
と
を
認
め
て
い
る
の
で
あ
る
。

民
衆
の
抵
抗
は
、
様
々
の
場
所
で
、
様
々
の
形
態
を
と
つ
て
（
或

は
宗
敦
に
名
を
借
り
、
或
は
民
族
的
色
彩
を
と
り
、
或
は
抗
糧
を
目
的
と

し
て
）
展
開
さ
れ
る
。
魏
派
が
晩
年
に
盟
験
し
た
太
平
天
閾
の
農

民
連
動
も
、
以
上
に
素
描
し
た
如
き
抵
抗
運
動
の
骰
展
の
頂
黙
に

立
つ
も
の
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

所
で
、
乾
隆
か
ら
嘉
炭
に
至
る
期
間
は
、
多
く
の
反
胤
と
共

に
、
他
方
、
官
僚
の
汚
職
も
蔓
延
を
極
め
た
時
期
で
あ
っ
た
。
目

ぽ
し
い
も
の
を
攀
げ
て
み
て
も
、
乾
隆
二
十
二
年
、
山
西
省
布
政

使
蒋
将
の
税
餡
大
疑
獄
、
同
三
十
三
年
、
甕
運
使
巌
見
曾
ら
の
雨

淮
蓋
引
汚
職
、
同
三
十
五
年
、
貴
州
巡
撫
良
卿
の
汚
職
、
同
四
十

五
年
、
雲
貴
継
督
李
侍
発
の
汚
職
、
同
四
十
七
年
、
山
東
巡
撫
國

泰
の
汚
職
、
更
に
嘉
疫
四
年
に
至
る
と
、
和
帥
に
よ
る
積
年
の
大

汚
職
が
骰
覺
す
る
。
俗
に
、
〈
和
坤
跛
倒
し
て
嘉
疫
吃
飽
す
〉
と

稲
さ
れ
る
程
で
あ
っ
た
。
た
だ
に
高
級
官
僚
の
み
な
ら
ず
、
下
級

官
吏
に
よ
る
中
飽
．
勒
索
・
加
課
・
捐
輸
な
ど
に
は
欺
認
が
典
え

ら
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
〈
官
司
謁
員
は
一
氣
を
合
通
し
、
上

は
督
撫
よ
り
下
は
糧
吏
に
至
る
ま
で
、
一
省
が
そ
う
で
あ
れ
ば
他

省
も
ま
た
同
じ
。
商
人
は
抑
堅
さ
れ
て
伸
び
る
こ
と
が
で
き
ず
、

R
 

農
民
の
暴
動
も
や
む
を
え
な
い
ジ
と
評
さ
れ
る
欣
態
で
あ
っ
た
。

こ
こ
で
、
目
を
外
に
轄
ず
る
と
、
欺
米
列
強
に
よ
る
、
就
中
イ

ギ
リ
ス
の
継
療
的
軍
事
的
堅
迫
が
日
増
し
に
強
ま
つ
て
い
る
。
や

は
り
魏
源
の
感
慨
を
引
用
し
よ
う
。

臆
片
耗
中
國
之
梢
華
、
歳
千
億
計
。
此
漏
不
塞
、
雖
萬
物
為
金
、

陰
陽
為
炭
、
不
能
供
尾
間
之
蜜
。
今
不
能
禁
外
夷
、
何
難
禁
内

地
。
不
能
行
重
典
、
何
不
先
行
最
軽
之
典
。
（
聖
武
記
咎
十
四
軍

儲
篇
一
）

阿
片
の
輸
入
に
伴
う
銀
の
流
出
、
外
夷
に
よ
る
様
々
な
形
で
の

四



魏

涼

思

想

試

論

そ

の

の

疲

弊

と

没

落

、

の
窮
迫
化
等
の
情
況
を
、
魏
源
は
、
身
に
ひ
し
ひ
し
と
感
じ

と
つ
て
い
る
の
で
あ
る
。
阿
片
戦
争
の
結
果
は
、
ど
う
な
っ
た

か
。
領
土
の
割
談
、
治
外
法
櫂
の
設
置
等
を
迫
ら
れ
て
、
消
朝
政

櫂
の
櫂
威
は
、
内
部
の
反
凰
の
み
な
ら
ず
、
外
部
か
ら
の
衝
撃
を

受
け
て
、
激
し
く
動
揺
し
て
ゆ
く
。
内
と
外
と
の
二
重
の
矛
盾
が

深
く
絡
み
合
っ
て
、
中
國
祉
會
の
危
機
的
様
相
は
、
よ
り
複
雑

に
、
よ
り
深
刻
化
し
て
ゆ
く
。

民
衆
の
側
か
ら
い
う
な
ら
、
消
朝
政
櫂
を
頂
貼
と
す
る
地
主
勢

力
に
よ
る
搾
取
の
上
に
、
更
に
新
た
に
、
外
刷
勢
力
の
紐
惰
的
侵

略
に
よ
る
負
捌
が
、
重
く
の
し
か
か
つ
て
き
た
の
で
あ
る
。
そ
の

悲
惨
さ
を
、
次
の
如
く
描
い
た
文
か
あ
る
。

山
郷
之
民
、
中
稔
之
歳
、
人
不
宿
飽
、
一
遇
凶
荒
、
流
亡
道
路

C

通
都
大
邑
、
又
有
富
商
豪
右
、
操
其
嚢
縮
、
盤
剖
窮
民

C

禾
未
苗
而

已
貸
於
人
、
認
未
絲
而
已
償
失
債
〇
墜
非
民
生
既
極
之
時
乎
。
昂

言
乎
賦
緻
之
重
也

e

（
皇
朝
紐
世
文
紹
編
咎
三
十
四
湯
成
烈
治
賦
篇
）

太
平
天
國
の
農
民
が
み
ず
か
ら
の
生
活
を
守
る
た
め
に
〈
土
地

均
分
〉
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
を
褐
げ
て
蜂
起
し
た
の
も
、
右
の
様
な
祉

會
情
況
か
ら
す
れ
ば
十
分
首
肯
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
魏
源
は
晩
年

に
太
平
天
國
の
争
胤
を
閤
験
し
か
れ
自
身
支
配
層
の
立
場
か
ら
鎮

に
参
加
し
た
が
そ
の
平
定
を
見
な
い
う
ち
に
生
涯
を
閉
じ
た
。

か
れ
は
全
く
、
そ
の
生
涯
を
終
始
し
て
、
争
胤
紹
え
間
な
い
現

R ① 

ー

一五

に
直
面
し
つ
つ
生
き
て
い
た

C

危
機
の
中
に
生
ま
れ
、

罹
し
つ
つ
、
一
生
を
終
っ
た
の
で
あ
る
。
然
ら
ば
、
我
々
が
魏

源
の
思
想
を
検
討
す
る
に
際
し
て
、
お
の
ず
と
―
つ
の
明
確
な
視

角
が
生
じ
て
く
る
で
あ
ろ
う
。
即
ち
、
魏
源
が
危
機
的
情
況
を
い

か
に
認
識
し
て
い
た
か
、
そ
し
て
、
い
か
に
打
開
せ
ん
と
し
た

か
、
と
問
い
か
け
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
か
れ
の
學
問
的
思
索
は
、

腿
史
の
み
な
ら
す
、
多
く
の
分
野
に
わ
た
っ
て
い
る
。
従
っ
て
、

そ
の
全
面
的
な
評
債
を
試
み
る
こ
と
は
甚
だ
困
難
で
あ
る
の
み
て

な
く
、
本
稿
が
上
述
の
如
き
問
題
設
定
を
行
な
う
限
り
は
、
差
し

嘗
た
っ
て
必
要
て
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
今
は
、
か
れ
の

買
務
家
と
し
て
の
緑
清
論
、
展
史
家
と
し
て
の
史
書
編
築
、
謎
學

家
と
し
て
の
業
績
な
ど
は
、
嘗
面
の
椀
討
か
ら
除
き
、
そ
れ
ら
の

の
基
礎
を
な
し
て
い
る
と
も
い
う
べ
き
歴
史
と
祉
會
に
紺
す

の
問
題
に
焦
貼
を
絞
つ
て
考
え
た
い
。

鈴
木
中
正
八
浦
朝
中
期
史
研
究
＞
二
十
三
真

{
3

四
一
山
八
消
代
通
史
＞
中
百
九
十
八
頁
ー
ニ
百
八
頁
。①

 

こ
こ
で
魏
源
の
生
涯
に
つ
い
て
、
略
述
し
て
お
こ
う
。

魏
源
、
字
は
欺
深
、
法
名
は
承
貫
。
乾
隆
五
十
九
年
―
―
二
十

九
日
、
湖
南
省
郡
陽
縣
金
揮
に
生
ま
れ
た
。
代
々
地
主
の
家
で
あ

っ
た
が
、
か
れ
の
父
邦
魯
（
春
照
）
の
時
に
は
、
か
な
り
落
没
し
て



⑪
 

い
た
。
邦
魯
は
、
江
蘇
賓
山
瞬
の
主
簿
を
し
て
い
た
人
で
あ
る
。

そ
の
四
子
の
中
、
第
二
子
が
魏
源
で
あ
る
。
十
五
歳
、
縣
學
生

E
-

に
補
せ
ら
れ
た
が
、
こ
の
頃
、
陽
明
學
と
史
書
と
を
好
ん
だ
。
十

七
歳
の
時
、
早
く
も
そ
の
名
を
知
ら
れ
て
學
徒
が
踵
を
接
し
た
と

い
わ
れ
る
。
二
十
歳
、
貢
生
に
選
ば
れ
た
。
時
の
湖
南
學
政
ぱ
湯

金
釧
で
あ
っ
た
。
二
十
一
歳
、
嘉
慶
十
九
年
、
父
の
起
復
に
侍
し

て
都
へ
入
る
。
こ
れ
よ
り
後
、
京
師
の
著
名
な
文
人
と
師
弟
交
遊

◎
 

の
間
柄
と
な
る
。
即
ち
胡
承
政
に
漢
學
を
、
桃
學
壊
に
は
宋
學
を
、

④
 

劉
邦
認
に
は
公
羊
學
の
得
授
を
受
け
た
。
ま
た
、
古
文
僻
は
董
桂

R
 

敷
・
糞
自
珍
と
切
磋
し
た
。
こ
の
間
、
か
れ
を
数
尊
し
た
人
に
、

⑥
 

な
お
周
系
英
・
李
宗
潮
が
い
る
。
二
十
六
歳
、
嘉
慶
二
十
四
年
、

順
天
郷
試
副
貢
生
に
攀
げ
ら
れ
、
そ
の
翌
々
年
の
道
光
元
年
に
も

再
び
順
天
郷
試
で
副
貢
生
に
拳
げ
ら
れ
た
。
道
光
二
年
、
順
天
郷

試
の
攀
人
に
中
し
た
。
時
に
二
十
九
歳
。
道
光
五
年
、
時
の
江
蘇

布
政
使
賀
長
齢
の
た
め
に
〈
皇
朝
続
世
文
編
〉
百
二
十
巻
を
編
築

⑦
 

し
、
同
六
年
仲
冬
に
完
成
し
た
。
こ
れ
よ
り
後
、
続
清
の
學
に
闘

R
 

心
を
寄
せ
る
に
至
っ
た
と
い
わ
れ
る
。
同
じ
頃
、
陶
濁
と
知
己
に

な
り
、
雨
後
海
連
・
水
利
の
諮
案
件
に
つ
い
て
は
、
魏
源
も
参
慕

す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
例
え
ば
、
道
光
四
年
に
始
ま
る
海
連
論
議

⑨
 

に
は
、
海
運
永
制
論
を
主
張
し
て
い
る
。
道
光
七
年
、
山
東
布
政

使
に
轄
じ
て
い
た
賀
長
齢
の
た
め
に
、
嘗
代
一
流
の
罰
清
學
者
で

⑮
 

あ
っ
た
包
世
臣
に
會
い
、
山
東
省
の
治
要
を
問
う
て
い
る
。

魏

源

思

想

試

論

R
 

道
光
八
年
、
責
を
納
め
て
内
閣
中
書
舎
人
候
補
と
な
っ
た
。
か

れ
は
、
こ
の
時
の
感
慨
を
〈
聖
武
記
叙
〉
の
中
で
、
次
の
よ
う
に

の
べ
て
い
る
。

迄
道
光
征
回
園
之
歳
、
始
絋
仕
京
師
。
京
師
掌
故
海
也
。
得
借

観
史
館
秘
書
・
官
書
及
士
大
夫
私
家
著
述
・
政
老
他
諒
。
於
是

我
生
以
後
数
十
大
事
及
我
生
以
前
上
詑
饂
初
数
十
大
事
、
器
落

乎
耳
目
、
芳
薄
乎
胸
応
。
因
以
潤
洞
子
民
力
物
力
之
盛
衰
・
人

材
風
俗
進
退
消
息
之
本
末
。

少
年
時
代
に
史
書
に
興
味
を
抱
き
、
〈
皇
朝
続
世
文
編
〉
に
よ

つ
て
続
清
に
闘
心
を
寄
せ
て
、
漸
次
高
ま
つ
て
い
た
嘗
代
史
著
述

へ
の
意
欲
は
、
こ
こ
に
お
い
て
盆
々
そ
そ
ら
れ
た
と
思
わ
れ
る
。

こ
れ
が
、
後
に
〈
聖
武
記
〉
を
始
め
、
幾
つ
か
の
史
書
を
著
述
す

る
に
至
る
重
大
な
契
機
と
な
っ
た
こ
と
は
、
疑
い
得
な
い
。

⑫
 

同
年
、
浙
江
・
杭
州
に
遊
ひ
、
錢
東
甫
（
伊
砲
）
に
會
い
、
繹
典

を
聞
き
、
出
世
の
要
を
求
め
、
瓢
理
に
潜
心
し
て
鰐
蔵
を
博
覧
し

た
と
い
う
。
ま
た
、
口
潤
・
慈
峯
雨
法
師
を
招
い
て
拐
厳
・
法
華

の
数
理
を
學
ん
だ
。

道
光
九
年
、
闘
部
會
試
に
應
じ
た
が
第
し
な
か
っ
た
。
翌
十
年
、

楊
芳
に
従
っ
て
、
回
族
張
格
爾
の

IL
の
鎮
塵
に
参
加
し
た
。
ま
た⑱

 

同
年
、
林
則
徐
、
黄
爵
滋
、
匹
自
珍
ら
と
宣
南
詩
祉
を
結
ん
だ
。

道
光
千
一
年
、
陶
満
の
淮
北
藍
政
改
革
が
始
め
ら
れ
る
に
嘗
た

つ

て

、

魏

源

は

、

そ

し

し

た

。
一六



の
年
、
父
邦
魯
は
江
硫
で
没
し
た
の
で
、
以
後
揚
州
に
留
ま
り
、

繋
園
を
螢
ん
で
母
を
養
う
こ
と
に
な
っ
た
。
道
光
十
九
年
、
興
自

⑭
 

珍
が
揚
州
を
通
っ
た
途
次
、
こ
こ
を
訪
れ
て
い
る
。

道
光
二
十
年
、
阿
片
戦
争
が
起
り
、
英
軍
ぱ
廣
州
を
砲
撃
し

⑮
 

た
。
こ
の
時
、
か
れ
は
廣
東
に
赴
い
た
と
推
測
さ
れ
る
。
同
二
十

⑯
 

一
年
八
月
、
製
自
珍
は
再
び
揚
州
に
繋
園
を
訪
れ
た
が
、
そ
の
直

後
に
没
し
た
。
同
二
十
二
年
、
裕
謡
の
薔
府
に
参
加
し
て
、
英
軍

と
浙
江
で
戦
っ
た
が
敗
れ
た
。
こ
の
年
七
月
、
登
憤
し
て
、
〈
聖

武
記
〉
十
四
巻
を
著
わ
し
、
揚
州
で
刻
し
た
。

同
二
十
四
年
、
霞
部
會
試
第
十
九
名
に
中
式
し
て
、
貢
士
と
な

っ
た
。
か
れ
の
名
を
後
世
に
輝
か
し
め
て
い
る
〈
海
闘
闘
志
〉
五

⑰
 

十
巻
が
刊
行
さ
れ
た
の
も
、
こ
の
年
の
こ
と
で
あ
る
。

同
二
十
五
年
、
殿
試
が
補
行
さ
れ
た
の
で
、
こ
れ
に
應
じ
、
第

⑮
 

三
甲
九
十
三
名
を
以
て
、
道
光
乙
已
恩
科
進
士
に
中
し
た
。
時
に

五
十
二
歳
。
直
ち
に
知
州
府
と
し
て
江
蘇
に
分
嶺
さ
れ
、
揚
州
府

東
盗
縣
の
知
事
と
な
っ
た
。

同
二
十
六
年
、
母
の
憂
を
以
て
官
を
去
り
、
揚
州
に
住
む
。
同

二
十
九
年
、
揚
州
府
興
化
縣
の
知
事
と
な
っ
た
。

翌
三
十
年
、
洪
秀
全
が
廣
西
に
太
平
天
國
の
軍
を
起
し
て
い

る
。
魏
源
は
こ
の
年
、
雨
江
総
督
陸
建
謳
が
淮
南
に
票
藍
法
を
買

施
せ
ん
と
す
る
に
嘗
た
っ
て
、
慎
重
論
を
唱
え
た
が
、
容
れ
ら
れ

な
か
っ
た
。
た
ま
た
の
産
鋏
が
生
じ
た
た
め
、
か
れ
は
、

魏

源

思

想

試

論

一七

こ
の
頃
、

同
七
年
三
月
一

淮
北
海
州
分
司
連
判
を
櫂
せ
し
め
ら
れ
た
の
て
、
淮
北
藍
を
増
大

し
て
南
甕
の
銀
課
に
充
嘗
し
た
。
そ
し
て
、
こ
の
功
で
得
旨
補
鋏

に
議
叙
さ
れ
、
同
知
直
隷
州
を
も
つ
て
即
用
さ
れ
た
。

咸
鷹
元
年
、
五
十
八
歳
、
特
に
高
郵
州
知
州
を
授
け
ら
れ
た
。

同
三
年
、
太
平
天
國
軍
は
南
京
を
攻
略
し
て
閻
都
と
定
め
、
揚
州

も
危
除
に
曝
さ
れ
、
高
郵
州
を
去
る
こ
と
四
十
餘
里
の
召
伯
壊

に
、
太
平
軍
が
進
入
し
た
の
で
、
魏
源
は
問
練
を
督
孵
し
て
防
備

に
嘗
た
っ
た
。
欽
差
大
臣
鰭
善
が
兵
を
率
い
て
揚
州
に
至
る
に
及

ん
て
、
人
心
ぱ
漸
く
回
復
し
た
が
、
そ
の
後
、
魏
源
は
、
命
を
奉

じ
て
江
北
の
防
備
を
督
し
た
。
し
か
し
こ
の
時
、
靡
報
を
遅
誤
し

た
咎
で
職
を
奪
わ
れ
た
。
同
四
年
、
周
天
爵
は
院
軍
を
督
し
て
い

た
か
、
魏
源
に
軍
務
を
吝
り
、
宿
州
の
太
平
軍
を
降
し
た
。
そ

の
功
に
よ
っ
て
、
魏
源
は
復
職
し
た
が
、
ま
も
な
く
僻
去
し
、
同

五
年
、
興
化
に
僑
居
し
て
、
生
平
の
著
述
の
手
訂
に
専
念
す
る
に

至
っ
た
。
〈
書
古
微
〉
十
巻
は
、
こ
の
年
に
成
っ
た
。

同
六
年
秋
、
杭
州
に
遊
び
、
僧
舎
に
寄
寓
し
た
が
、

彿
数
殊
に
湘
土
数
に
深
い
信
仰
を
寄
せ
て
い
と

⑳
 

日
、
六
十
四
歳
で
卒
し
、
杭
州
に
葬
ら
れ
た
。

①
以
下
の
他
記
資
料
は
、
主
と
し
て
魏
将
八
邪
閤
魏
府
君
事
略
V

（
中
國
近
代
史
資
料
叢
刊
、
鵠
片
戦
争
VI
所
牧
）
に
掠
る
。
そ
の
他

の
資
料
に
操
る
時
は
、
そ
の
都
度
注
記
す
る
。

②
郡
閤
縣
窓
土
志
（
光
絡
三
十
三
年
刊
）



魏

源

思

想

試

論

⑤
挑
學
跳
に
つ
い
て
謡
源
は
、
八
蹄
安
挑
先
生
得
＞
（
古
微
堂
外
集

巻
四
）
を
書
い
て
稲
揚
し
て
い
る
。
そ
の
學
間
は
、
次
に
引
く
彼
の

言
に
よ
っ
て
ほ
ぽ
窺
い
得
る
。

宋
僻
之
害
、
非
喪
於
宋
儒
之
書
也
。
本
之
於
紐
、
以
深
其
源
、
博
之

於
史
、
以
靡
其
識
、
瞼
之
倫
常
日
用
、
以
践
其
賀
、
参
之
人
俯
物

理
、
以
窮
其
髪
、
不
必
終
日
言
心
言
性
、
而
後
謂
之
理
學
。
亦
不
必

終
日
言
太
極
陰
陽
五
行
、
而
後
謂
之
理
學
也
。
（
消
史
列
他
巻
六
十

七
）
す
な
わ
ち
、
常
代
の
宋
學
者
流
と
は
一
線
を
賓
す
る
所
が
あ
っ

た
と
言
え
よ
う
。
序
で
な
が
ら
、
四
自
珍
も
挑
を
尊
敬
し
て
い
た
と

い
わ
れ
る
。

①
魏
源
は
八
劉
蟄
部
集
＞
を
絹
集
し
て
、
そ
の
序
文
を
書
い
て
い
る
。

（
道
光
十
年
思
誤
斎
刊
本
）

●
魏
源
は
、
生
涯
を
通
じ
て
飩
と
親
交
を
も
っ
た
が
、
襲
の
没
役
、

八
定
窟
文
録
序
＞
（
古
微
堂
外
集
巻
一
1
-
)

を
書
い
て
、
そ
の
學
間
を

讃
え
て
い
る
。

R
八
戸
部
侍
郎
提
督
江
葱
學
政
周
公
肺
道
碑
銘
＞
（
古
微
堂
外
集
咎

四
）
が
あ
る
。

⑦
八
明
代
食
兵
二
政
録
叙
＞
八
皇
朝
経
世
文
編
叙
＞
（
共
に
古
微
堂

外

集

巻

三

）

参

照

。

．

⑧
八
太
子
太
保
雨
江
徳
督
陶
文
毅
公
肺
道
碑
銘
＞
（
古
微
堂
外
集
咎

四
）
を
作
っ
て
い
る
。

①
そ
の
論
文
と
し
て
は
、
八
緑
漕
篇
＞
上
下
、
八
復
魏
制
府
詢
海
運

書
＞
．
八
悔
連
全
案
序

V
・
八
道
光
戊
戌
海
連
記
＞
（
い
ず
れ
も
占

七
）
が
あ
る
（

⑩
胡
温
玉
ハ
包
世
慎
年
譜

V
参
照
。

⑪
斎
思
和
八
魏
源
典
晩
消
學
風
＞
（
燕
京
學
報
第
三
十
九
期
）
参
照
。

な
お
、
こ
の
貼
に
つ
い
て
魏
苦
は
胴
れ
て
い
な
い

C

挑
永
模
八
魏
欺

深
先
生
俯
＞
（
碑
得
集
補
巻
二
十
四
）
、
李
元
度
八
祁
湘
晶
先
生
事

略
附
＞
（
國
朝
先
正
事
略
咎
四
十
四
）
は
、
い
ず
れ
も
納
質
の
こ
と

を
記
し
て
い
る
。

⑫
水
野
悔
克
八
支
那
彿
敦
近
世
史
の
研
究
＞
に
よ
る
と
、
錢
東
爾
に

つ
い
て
、
江
綺
（
大
紳
）
の
友
人
と
し
て
耀
有
富
（
壼
山
）
と
並
べ

ら
れ
て
い
る
。
但
、
錢
罪
廂
と
な
っ
て
い
る
へ
)

⑬
疸
文
認
八
中
國
近
代
史
＞
上
絹
第
一
分
肘
十
六
貞
参
照
。
な
お
、

王
毒
南
八
悦
自
珍
先
生
年
諮
＞
（
大
腟
維
誌
第
十
八
咎
第
七
期
ー
第

九
期
）
＇
、
呉
昌
綬
八
定
愈
先
生
年
譜
＞
（
競
自
珍
全
集
、
中
華
誓
局
）
、

魏
應
棋
八
林
文
忠
公
年
讃
＞
等
に
は
、
宣
南
詩
祉
の
集
會
と
推
測
さ

れ
る
記
事
が
散
見
す
る
が
、
今
の
所
詳
か
に
し
得
な
い
。
ま
た
、
道

光
十
二
年
、
北
京
花
之
寺
に
喪
自
珍
ら
十
四
・
五
名
と
會
同
し
て
い

る
。
（
前
掲
王
壽
南
及
び
呉
昌
綬
の
年
諮
参
照
）

⑭

前

掲

斎

思

和

論

文

参

照

。

ペ

⑪
八
簑
海
十
章
＞
道
光
二
十
年
作
（
古
微
堂
詩
集
、
光
緒
四
年
准
南

苫
局
本
）
参
照
。

⑯
前
掲
王
壽
南
の
年
譜
参
照
。

⑰
八
海
域
罰
志
＞
の
初
刊
時
期
及
び
原
刻
巻
数
に
つ
い
て
は
、
小
野

川
秀
美
八
涜
末
政
治
思
想
研
究
＞
十
二
頁
参
照
。

（
⑱
-
前
掲
斎
思
和
論
文
が
、
八
培
校
消
朝
進
士
題
名
碑
録
＞
（
引
得
特

刊

第

十

九

桃

、

に

も

と

づ

い

て

補

訂

し

て

い

る

の

一八



に
従
う
。

⑲
八
浮
土
四
紐
＞
（
同
治
五
年
菫
刊
、
金
陵
菖
局
甘
鎖
板
）

は
、
晩
年
の
佛
敦
信
仰
を
示
す
著
述
で
あ
る
が
、
そ
の
中
に
、
周
語

模
に
よ
る
咸
豊
八
年
付
け
の
叙
が
あ
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
、
遅
く
と

も
同
六
年
春
以
前
に
は
、
す
で
に
浄
土
信
仰
に
入
っ
て
い
た
こ
と
が

知
ら
れ
る
。
な
お
、
内
藤
虎
次
郎
八
消
朝
史
通
論
＞
四
百
二
貞
に

は
、
こ
の
書
物
の
こ
と
が
獨
れ
て
あ
る
。

⑳
前
掲
斎
思
和
論
文
参
照
。

魏

涼

の

生

き

た

時

代

が

、

内

憂

外

息

の

激

化

と

、

の

腐
敗
堕
落
に
よ
っ
て
象
徴
さ
れ
て
い
る
と
す
る
な
ら
ば
、
か
れ
の

批
判
が
、
何
よ
り
も
先
ず
、
官
僚
の
あ
り
か
た
に
向
け
ら
れ
る
の

も
嘗
然
で
あ
ろ
う
。

民
瞑
之
不
求
、
吏
治
之
不
習
、
國
計
辺
防
之
不
間
、
一
旦
典
人

家
國
、
上
不
足
制
國
用
、
外
不
足
靖
糾
園
、
下
不
足
蘇
民
困
、

攀
平
日
胞
興
民
物
之
空
談
、
至
此
無
一
貨
可
敦
諸
民
物
。
（
治

①
 

篇
一
）

「
胞
典
民
物
」
を
論
じ
な
が
ら
も
、
匹
は
政
治
的
責
務
を
回
避

し
、
危
機
的
朕
況
を
何
ら
打
開
し
な
い
の
み
な
ら
ず
、
買
践
的
意

欲
す
ら
も
失
っ
て
い
る
。
そ
こ
か
ら
生
ず
る
態
度
は
、
次
に
見
ら

れ
る
が
如
き
祖
法
墨
守
と
一
時
を
胡
塗
す
る
保
身
術
に
過
ぎ
な
い

で
あ
ろ
う
。

魏

源

思

想

試

論

2
 

務
で
あ
り
、

九

目

的

化

し

て

し

ま

つ

に

尉

し

て

、

の
學
間
を
見
出
そ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
即
ち
、
か
れ
が
積

を
認
め
て
い
る
の
は
、
一
者
が
排
斥
す
る
所

か

れ

の

紐

服

に

即

し

て

甕

政

改

革

、

こ

そ
れ
で
は
、

源
ぱ
、
政
治
支
配
の
あ
り
か
た
の

る
。
第
一
に
、
続
書
観
の
膊
換
と

現
宜
に
討
す
る
客
観
的
緑
瞼
的
な

ぱ
、
科
緊
的
人
間
像
へ
の
批
判
と
政
治
支
配
貫
徹
の
た
め
の

分
化
論
で
あ
る
。

次
の
引
用
は
、
営
代
の
緑
内
観
が
現
質
の
欣
況
に
何
ら
稗
盆
し

て
い
な
い
黙
を
厳
し
く
糾
弧
し
、
緑
古
観
の
縛
換
を
訴
え
た
も
の

と
い
え
よ
う
。

工
騒
墨
之
士
、
以
農
桑
為
俗
務
、
而
不
知
俗
學
之
病
人
更
甚
子

俗
吏
、
託
玄
虚
之
理
、
以
政
事
為
粗
オ
、
而
不
知
腐
偏
之
無
用

亦
同
子
異
端
。
彼
錢
穀
菊
書
不
可
言
學
間
突
、
浮
藻
餌
釘
可
為

聖
學
乎
。
（
治
篇
一
）

こ
こ
で
は
、
騒
墨
に
巧
み
な
る
こ
と
を
至
上
の
目
的
と
心
得
て

い
る
文
人
派
を
俗
學
と
鷹
倒
し
、
更
に
の
理
に
託
す
る
の
み

し
て
自
己

こ
こ

9

9

,

 

る
の
て
あ
ろ
う

に
、
批
判
を
集
中
し
て
い

で
あ
り
、
第
二
に
、

あ

り

、

一

に



魏

源

思

想

試

論

改
革
等
で
あ
る
。
勿
論
、
か
れ
自
身
も
詩
文
に
巧
み
で
あ
っ
た
し
、

宋
學
の
影
響
も
受
け
て
い
る
。
又
考
證
學
と
全
く
無
縁
な
わ
け
で

R
 

は
な
い
。
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
、
か
れ
の
學
問
的
態
度
ぱ
、
政
治
的
賀

践
を
目
的
と
す
る
こ
と
な
し
に
は
學
問
、
従
っ
て
艇
書
は
存
在
し

え
な
い
、
と
い
う
立
場
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
院
派
考
證
學
流

の
迂
遠
な
方
法
は
取
ら
ず
、
専
ら
続
義
を
直
ち
に
政
治
的
賀
践
に

③
 

お
い
て
理
解
し
て
い
る
。
音
韻
訓
話
に
汲
々
と
し
て
、
〈
畢
生
緑

を
治
め
て
一
言
己
れ
に
盆
す
る
こ
と
無
き
〉
（
學
篇
八
）
態
度
は
、

政
治
的
現
質
か
ら
逃
避
し
て
い
る
が
故
に
強
く
排
撃
さ
れ
る
。
性

理
を
空
談
し
て
、
〈
動
も
す
れ
ば
萬
物
一
儒
を
言
い
て
、
民
票
を

求
め
ず
、
吏
治
を
習
わ
ず
〉
（
治
篇
一
）
と
い
う
形
而
上
學
に
陥

入
っ
た
宋
學
も
、
危
機
打
開
の
意
欲
を
失
っ
て
い
る
が
故
に
、
嘗

然
指
弧
さ
れ
る
。
か
れ
に
と
つ
て
、
一
儒
治
継
の
目
的
は
何
か
、

経
書
の
意
義
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
。

士
之
能
九
年
通
緑
者
、
以
淑
其
身
、
以
形
為
事
業
、
則
能
以
周
易

為
決
疑
、
以
洪
範
占
髪
、
以
春
秋
断
事
、
以
麗
築
服
制
興
敦
化
、

以
周
官
致
太
平
、
以
萬
貢
行
河
、
以
三
百
篇
嘗
諫
書
、
以
出
使

専
待
。
謂
之
以
経
術
為
治
術
。
曾
有
以
通
紐
致
用
為
垢
属
者

乎
。
（
學
篇
八
）

こ
こ
に
見
ら
れ
る
の
は
、
紐
書
を
政
治
的
理
念
の
展
開
さ
れ
た

も
の
と
見
な
す
立
場
で
あ
ろ
う
。
拿
通
紐
〉
ぱ
、
そ
れ
自
監
が
目

的
で
は
な
い
。
必
ず
〈
治
術
〉
と
相
表
裏
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば

な
ら
ぬ
と
い
う
、
す
ぐ
れ
て
買
践
的
立
場
か
ら
の
経
書
理
解
で
あ

る
。
勿
論
こ
の
貼
の
み
を
捉
え
る
な
ら
ば
、
襦
敦
固
有
の
梢
帥
の

反
復
に
過
ぎ
な
い
。
原
始
儒
家
の
立
場
も
、
宋
代
新
偏
数
の
立
場

も
、
政
治
的
買
践
的
意
欲
を
伴
つ
て
い
た
こ
と
は
、
贅
言
を
費
す

ま
で
も
な
い
。
従
っ
て
、
魏
源
の
緑
書
観
は
、
僻
敬
本
来
の
精
肺

に
復
蹄
せ
よ
と
い
う
復
古
的
主
張
の
側
面
を
も
っ
て
い
る
。
に
も

拘
ら
ず
、
ひ
と
た
び
清
代
儒
學
の
歴
史
を
回
顧
す
る
時
、
か
れ
の

主
張
に
は
新
た
な
意
味
を
附
加
せ
ね
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
即

ち
、
呂
留
良
・
曾
静
事
件
に
代
表
さ
れ
る
思
想
弾
座
が
も
た
ら
し

た
儒
敦
的
抵
抗
梢
軸
の
空
洞
化
、
そ
れ
と
表
裏
し
て
お
こ
な
わ
れ

た
儒
数
の
非
政
治
化
と
煩
瑣
主
義
へ
の
推
進
ー
〈
四
庫
全
書
〉
編

募
を
始
め
と
す
る
幾
多
の
官
製
編
鱗
事
業
ー
と
い
う
欣
況
の
中
で

は
、
魏
源
の
主
張
は
、
軍
な
る
復
古
的
意
味
を
超
え
て
、
緑
書
の

よ
り
自
由
で
、
よ
り
現
質
的
な
解
繹
の
方
向
へ
と
進
ま
ざ
る
を
得

な
い
で
あ
ろ
う
。

易
十
三
卦
述
古
聖
人
制
作
、
首
以
田
漁
来
粗
市
役
、
且
舟
車
致

遠
以
通
之
、
撃
析
弧
矢
以
術
、
萬
平
水
土
、
郎
制
貢
賦
而
奮
武

術
、
洪
範
八
政
始
食
貨
而
終
賓
師
、
無
非
以
足
食
足
兵
為
治
天

下
之
具
。
（
治
篇
一
）

い
さ
さ
か
獨
断
的
な
趣
は
あ
る
が
、
易
・
萬
貢
．
洪
範
は
す
べ

て
食
兵
を
述
べ
た
紐
典
で
あ
る
と
見
散
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
嘗
面

の
政
治
的
課
題
で
あ
る
富
國
強
兵
の
理
論
的
根
朦
を
緑
典
の
中
に

四
〇



求
め
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
要
求
は
、
勿
論

経
書
の
外
か
ら
、
即
ち
現
買
の
危
機
の
中
か
ら
寝
生
し
て
い
る
と

は
い
う
も
の
の
、
魏
源
が
儒
家
で
あ
る
以
上
、
継
事
自
の
枠
を
は
み

だ
す
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
か
ら
、
た
と
え
極
論
で
あ
ろ
う
と

も
、
本
来
的
に
包
括
的
な
性
格
を
も
つ
て
い
る
続
典
を
、
大
謄
に

自
由
に
解
繹
す
る
以
外
に
は
、
理
論
づ
け
の
方
法
は
あ
り
え
な
い

の
で
あ
る
。

更
に
加
え
て
、
西
欺
列
強
の
軍
事
的
黙
迫
は
、
嘗
然
自
國
の
軍

事
技
術
に
つ
い
て
の
深
刻
な
反
省
を
促
さ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。

そ
の
反
省
は
ま
ず
、
得
統
的
な
技
術
観
に
尉
｀
す
る
疑
間
と
な
っ
て

あ
ら
わ
れ
て
い
る
。

古
之
聖
人
剤
舟
刻
揖
、
以
楕
不
通
、
弦
弧
刻
矢
、
以
威
天
下
、

亦
笠
非
形
器
之
末
、
而
股
漠
取
諸
易
象
、
射
御
登
諸
六
猶
。
登

火
輪
火
器
不
等
射
御
乎
。
指
南
制
自
周
公
、
翠
壺
創
自
周
轄
、

有
用
之
物
、
即
奇
技
而
非
淫
巧
。
（
海
國
刷
志
巻
二
徳
海
篇
議
戦
）

聖
人
の
制
作
し
た
も
の
は
、
決
し
て
〈
形
器
の
末
〉
介
な
ど
で
は

な
く
て
、
す
ぐ
れ
た
技
術
、
即
ち
〈
奇
技
〉
で
あ
り
、
〈
淫
巧
〉

で
は
な
い
と
断
言
し
て
い
る
。
こ
こ
に
は
、
科
學
技
術
を
〈
淫

巧
〉
と
し
て
排
斥
す
る
他
統
的
な
観
念
に
封
す
る
厳
し
い
批
判
が

あ
る
し
、
又
緑
書
に
尉
す
る
柔
軟
な
解
繹
に
も
と
ず
く
西
欧
科
學

技
術
の
積
極
的
囁
取
の
態
度
が
窺
え
る
の
で
あ
る
。
後
年
、
古
典

に
附
會
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
西
洋
の
文
物
を
摘
取
せ
ん
と
す
る
方

魏

涼

思

想

試

論

四
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法
が
著
し
く
な
る
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
に
見
ら
れ
る
魏
源
の
観
貼

は
、
そ
の
先
謳
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
ま
た
、
経
書
に
封
す
る
自
由

な
解
靱
態
度
は
、
愛
法
厳
の
人
々
に
よ
っ
て
絹
承
さ
れ
て
い
る
貼

R
 

も
見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
。

第
二
の
問
題
で
あ
る
客
観
的
緑
験
的
態
度
の
主
張
と
い
う
の

は
、
今
見
て
き
た
買
務
尊
重
の
癌
書
観
と
無
闊
係
で
ぱ
あ
り
え
な

い
。
か
れ
は
、
継
験
的
事
買
か
ら
出
疲
し
て
、
経
書
ぱ
す
べ
て
富

國
強
兵
を
述
べ
し
も
の
と
い
う
立
場
に
到
逹
し
た
の
で
あ
っ
て
、

紐
書
の
理
知
的
理
解
よ
り
も
政
治
的
貰
践
の
方
に
よ
り
高
い
債
値

が
置
か
れ
て
い
る
黙
に
、
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

耳
賠
義
方
之
灌
、
若
岡
聞
知
、
親
一
行
之
善
而
中
心
楊
然
者
、

身
数
親
干
言
敦
也
。
披
五
岳
之
闊
、
以
為
知
山
、
不
如
樵
夫
之

一
足
。
談
泣
涙
之
廣
、
以
為
知
海
、
不
如
佑
客
之
一
瞥
゜
疏
八

珍
之
譜
、
以
為
知
味
、
不
如
庖
丁
之
一
啜
。
（
學
篇
一
）

右
の
文
は
、
質
践
的
緑
験
的
認
識
は
、
既
成
の
知
識
や
数
條
的

理
解
に
比
べ
て
遥
か
に
優
る
も
の
だ
と
説
い
て
い
る
の
で
あ
る
。

儒
数
が
、
本
来
、
こ
の
よ
う
な
精
帥
的
基
盤
に
成
立
し
て
い
る
こ

と
は
言
う
ま
で
も
な
い
が
、
魏
源
が
、
こ
の
言
い
古
さ
れ
た
観
貼

を
改
め
て
強
調
す
る
の
は
、
浦
朝
儒
學
が
空
疎
で
煩
瑣
な
論
議
に

没
頭
し
て
い
た
が
為
に
外
な
ら
な
い
。
か
れ
が
〈
萬
貢
〉
の
研
究

に
嘗
た
っ
て
、
例
え
ば
〈
幡
家
導
濠
〉
の
一
句
を
設
ん
で
甘
粛
に

ま
で
足
を
遮
び
、
三
洞
な
る
も
の
を
見
て
き
た
こ
と
は
、
買
地
の



魏

源

思

想

試

論

⑥
 

楡
證
を
い
か
に
ん
じ
て
い
た
か
を
示
す
に
足
り
よ
う
^
)

理
論
に
討
し
て
ぱ
、
必
す
買
験
的
態
度
が
伴
う
べ
き
だ
と
い
う

主
張
は
、
次
の
こ
と
ば
に
も
窺
え
る
。

以
匡
居
之
虚
理
験
諮
質
事
、
其
奴
者
十
不
三
四
。
以
一
己
之
意

見
質
諸
人
人
、
其
合
者
十
不
五
六
。
（
治
篇
一
）

理
論
に
紹
封
的
債
値
を
置
く
こ
と
な
く
、
必
ず
〈
賞
事
に
験

し
〉
〈
人
人
に
質
す
〉
と
い
う
態
度
を
通
じ
て
こ
そ
、
正
し
い
認

識
に
到
達
し
う
る
と
説
い
て
い
る
。
〈
皇
朝
緑
世
文
編
叙
〉
〈
海

國
闊
志
叙
〉
に
お
い
て
も
、
同
様
の
趣
旨
を
反
復
主
張
し
て
い
る

こ
と
か
ら
み
て
、
か
れ
の
學
問
的
態
度
に
一
貫
し
た
信
條
と
な
っ

て
い
る
の
で
あ
る
。
〈
海
國
闘
志
叙
〉
の
中
の
有
名
な
一
句
に
、

何
以
異
於
昔
人
海
闘
之
書
、
日
、
彼
皆
以
中
土
人
靡
西
洋
、
此

則

以

西

洋

人

諏

西

洋

也

。

＇

と
あ
る
の
は
、
先
達
の
方
法
の
主
観
性
・
非
宵
證
性
を
批
判
し
た

も
の
で
あ
り
、
従
っ
て
〈
海
國
闘
志
〉
五
十
巻
編
集
の
意
闘
は
、

僻
統
的
観
念
に
よ
っ
て
歪
曲
さ
れ
た
敷
々
の
西
洋
事
情
を
正
す
黙

⑦
 

に
あ
っ
た
と
言
え
る
。

次
の
科
畢
的
人
間
像
の
否
定
と
い
う
間
題
も
、
や
は
り
質
務
尊

重
の
態
度
か
ら
尊
き
出
さ
れ
て
く
る
主
張
で
あ
る
。
崩
壊
し
つ
つ

あ
る
支
配
秩
序
の
維
持
再
建
の
為
に
は
、
よ
り
徹
底
し
た
政
治
支

配
が
、
人
民
の
生
活
の
隅
々
に
ま
で
貫
徹
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
人
民
の
生
活
の
多
様
化
と
祉
會
問
題
の
複
雑
化
は
、
ま
す
ま

ナ
政
治
支
配
の
弛
綬
と
不
徹
底
を
招
い
て
い
た
。
に
し

ろ
銀
流
出
の
問
題
に
し
ろ
、
高
度
に
専
門
的
な
知
識
を
必
要
と

感
さ
れ
つ
ま
た
、
そ
れ
を
備
え
た
人
材
（
恵
門
人
）
の
需
要
が
痛

し
、
か
て
い
た
。
所
が
、
そ
の
任
に
嘗
た
る
べ
き
官
僚
層
に
は
、

制
義
文
に
巧
み
で
あ
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
科
攀
制
の
故
に
、
現

質
の
間
題
の
解
決
に
は
無
為
無
能
で
あ
る
。

後
世
養
人
用
人
也
不
然
。
其
造
之
試
之
也
、
専
以
無
盆
之
驚

餅
・
無
用
之
離
縣
、
不
識
兵
農
鎧
築
工
虞
士
師
為
何
事
。
及
一

旦
用
之
也
、
則
又
一
人
而
循
責
以
六
官
之
職
、
或
一
歳
而
偏
腿

四
方
民
夷
之
風
俗
、
攀
孔
門
四
科
所
不
兼
・
唐
虞
九
官
不
摘

者
、
而
望
之
科
學
兎
冊
之
人
。
（
治
篇
一
）

こ
の
一
句
は
、
〈
造
化
に
全
功
無
く
陰
陽
に
全
能
無
し
〉
と
い

っ
て
、
萬
物
は
各
々
獨
自
性
を
具
備
し
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
孔

子
は
弟
子
を
四
科
に
分
け
て
各
々
の
長
と
す
る
所
の
任
務
を
司
ら

せ
た
こ
と
を
述
べ
た
績
き
に
あ
た
る
。
そ
し
て
、
〈
あ
あ
、
天
下
＊

に
果
し
て
異
に
オ
無
き
ゃ
〉
と
反
問
し
て
結
ん
で
い
る
。
魏
源
の

主
張
は
、
次
の
よ
う
に
要
約
で
き
る
だ
ろ
う
。

人
間
は
各
々
獨
目
性
を
備
え
て
い
る
の
だ
か
ら
、
全
功
全
能
を

期
待
す
べ
き
で
は
な
い
。
現
在
の
〈
養
人
用
人
〉
（
科
摩
制
）
は

個
人
の
獨
自
性
を
無
視
し
て
い
る
貼
で
誤
つ
て
い
る
。
と
す
れ
ば
、

天
下
に
は
異
に
才
能
あ
る
人
物
が
い
な
い
の
で
は
な
く
て
、
科
拳

制
を
改
善
す
れ
ぼ
、
そ
の
よ
う
な
人
物
を
期
待
し
う
る
。

四



魏

涼

思

想

つ

一

っ

文

、

る

房

の

あ

り

、

符

つ
て
第
二
に
は
、
の
敦
養
人
即
行
政
能
力
者
と
い
う
科
學
的

人
間
像
に
討
す
る
否
定
の
立
場
で
あ
る
。
更
に
雨
者
か
ら
、
職
能

の
専
門
的
分
化
が
蹄
結
さ
れ
て
く
る
。

用
人
者
宜
因
其
所
長
。
勿
以
師
偏
治
郡
國
。
勿
以
方
面
之
材
責

師
儒
。
非
盟
用
之
殊
途
、
乃
因
材
之
難
強
也
。
（
治
篇
六
）

こ
の
議
論
は
、
ご
く
あ
り
ふ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
た
だ
、

ヘ
師
儒
〉
と
〈
郡
國
〉
を
治
め
る
者
と
を
峻
別
し
て
い
る
貼
に
は

注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
か
れ
は
そ
れ
を
、
盟
と
用
の
相
違
が

あ
る
か
ら
で
は
な
く
て
、
〈
師
偏
〉
の
材
の
故
に
こ
そ
へ
師
偏
〉

を
政
治
か
ら
切
り
雌
す
べ
き
だ
と
主
張
し
て
い
る
。
俯
統
的
な
観

念
に
従
え
ぼ
、
原
則
と
し
て
學
問
的
能
力
と
政
治
的
能
力
と
ぱ
一

盟
不
可
分
の
も
の
で
あ
り
、
又
そ
う
で
あ
る
べ
く
要
請
さ
れ
て
い

た
。
そ
れ
ぱ
、
科
學
制
に
於
て
最
も
集
約
的
に
表
現
さ
れ
て
い

る
。
然
る
こ
魏
源
が
、
雨
者
を
異
質
の
も
の
と
し
て
分
離
し
た
の

ぱ
、
前
提
と
し
て
ぱ
買
務
尊
重
論
と
個
人
的
特
質
の
尊
重
と
い
う

立
場
が
考
え
ら
れ
る
し
、
蹄
結
と
し
て
は
職
務
分
化
が
も
た
ら
さ

れ
る
の
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
科
攀
制
に
尉
す
る
全
面
的
否
定
で

ぱ
な
い
が
、
少
な
く
と
も
科
攀
的
な
全
能
的
人
観
を
突
き
崩

し
、
科
學
制
を
内
部
か
ら
分
解
〗
さ
せ
て
ウ
の
主
で
あ

る。

四

た
だ
に
人
民
の
み
な
ら
ず
、
に
認
め
ら
れ
た
個
人
的
特

も
、
次
の
如
き
制
約
の
中
で
し
か
翌
揮
し
え
な
い
の
で
あ
る
。

臣
非
能
自
遇
也
。
引
而
進
之
者
君
也
。

而

•
千
夫
而
一
人
。
オ
之

の

こ

に

ら

く

、

人

民

の

規
制
す
る
と
い
う
一
面
を
も
つ
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
れ
が
秩

序
の
内
部
に
お
い
て
な
さ
れ
る
限
り
ぱ
、
た
と
え
一
見
し
た
所
、

人
間
の
個
性
を
承
認
す
る
か
の
よ
う
な
外
観
を
と
り
な
が
ら
も
、

本
質
的
に
は
、
秩
序
の
維
持
張
化
を
に
な
っ
た
儒
制
内
で
の
合
理

的
思
想
で
あ
る
。
人
民
の
側
か
ら
い
え
ば
、
そ
れ
は
、
人
間
性
抑

黙
の
為
の
慨
制
張
化
で
あ
り
、
頻
嶺
す
る
農
民
連
勁
を
ぱ
じ
め
と

す
る
人
民
の
抵
抗
を
、
よ
り
徹
底
的
に
艇
殺
す
る
手
段
と
し
て
の

み
合
理
的
た
り
う
る
の
で
あ
る
。

こ
の
貼
は
、
か
れ
が
個
人
的
特
質
を
一
般

認
し
た
の
で
は
な
く
て
、
人
民
は
あ
く
ま
で

べ
き
愚
民
と
し
て
捉
え
て
い
る
こ
と
と
闘

ぱ
、
個
人
的
特
買
を
、
人
間
一
般
の
通
性
'

で
ば
な
く
て
、

民
之
制
子
上
、
猶
草
木
之
制
於
四
時
也
。

と

、

人

民

は

し

て
い
る
。

に
お
い
て
承

層
に
盲
従
ず

て
い
る
。
か
礼

し
て
忍
め
て
い
る
の

（
治
符
十
四
）

あ
る
こ



魏

源

思

想

試

論

遇
主
也
、
千
載
而
一
君
。
（
治
篇
八
）

こ
の
よ
う
な
専
制
君
主
統
治
の
儒
制
下
で
は
、
た
と
い
政
治
的

能
力
を
具
備
し
た
臣
と
雖
も
、
〈
不
世
出
〉
の
明
君
に
迎
わ
な
い

限
り
は
、
そ
の
能
力
を
伸
長
す
る
機
會
を
も
ち
得
な
い
。
だ
か

ら
、
そ
の
結
果
と
し
て
、
個
性
的
能
力
が
、
そ
れ
自
憫
と
し
て
承

認
さ
れ
る
の
で
は
な
く
て
、
そ
の
明
君
と
の
有
機
的
な
闘
係
に
お

い
て
、
換
言
す
れ
ば
、
そ
の
君
主
の
政
治
支
配
貫
徹
と
い
う
目
的

に
有
効
な
範
園
内
で
の
み
、
あ
る
固
定
の
臣
下
の
固
有
の
〈
オ
〉

の
尊
重
が
現
買
性
を
帯
び
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
そ
の
よ
う
な

極
め
て
限
定
さ
れ
た
個
性
的
能
力
の
尊
重
か
ら
は
、
盟
制
原
理
へ

の
批
判
者
（
少
な
く
と
も
慎
疑
論
者
）
の
出
現
は
、
到
底
期
待
し
得

な
い
で
あ
ろ
う
。

魏
源
の
人
材
登
用
論
は
、
論
理
の
よ
り
徹
底
し
た
展
開
を
闘
る

な
ら
ば
、
現
存
秩
序
と
の
衝
突
を
生
じ
、
後
年
の
髪
法
論
に
辿
り

着
き
得
る
性
質
の
も
の
で
あ
り
な
が
ら
、
結
局
の
所
、
偲
統
的
な

人
心
改
革
論
に
留
ま
つ
て
し
ま
っ
た

e

〈
法
〉
（
秩
序
）
に
つ
い

て
、
か
れ
は
、
そ
れ
は
〈
治
の
具
〉
で
あ
っ
て
〈
治
む
所
以
〉
で

は
な
い
か
ら
、
〈
法
外
の
弊
を
去
る
〉
こ
と
に
よ
っ
て
〈
法
〉
の

直
面
し
て
い
る
矛
盾
は
解
決
で
き
る
と
説
く
（
治
篇
四
）

e

〈
法
外

の
弊
〉
と
は
、
具
儒
的
に
は
〈
人
心
の
痣
息
〉
〈
人
材
の
虚
患
〉

盃
海
國
胴
志
叙
）
と
い
う
こ
と
に
證
き
る
。
要
す
る
に
政
治
的
無

闘
心
と
非
買
證
的
態
度
を
指
し
て
お
り
、
こ
れ
ら
を
改
革
す
る
こ

3
 

と
に
よ
っ
て
こ
そ
、
〈
法
〉
の
再
建
が
可
能
だ
と
説
く
の
で
あ
る
°

こ
の
よ
う
に
改
革
の
尉
象
が
人
心
に
向
け
ら
れ
て
し
ま
っ
た
こ
と

ヽ

は
、
か
れ
の
改
革
論
が
結
局
、
道
徳
主
義
に
餡
ら
ざ
る
を
得
な
い

こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
，

0

①
八
古
微
堂
内
集
＞
券
三
欺
触
。
以
下
‘
學
篇
治
篇
よ
り
の
引
用
文

は
、
注
記
を
省
略
す
る
。

＠
詩
に
つ
い
て
は
、
前
掲
八
古
微
堂
詩
集
＞
十
咎
が
あ
る
。
宋
學
の

影
響
に
つ
い
て
は
、
端
的
に
は
、
挑
學
球
の
亭
閻
態
度
の
紐
承
と
見

て
よ
い
。
考
證
學
と
の
闊
係
に
つ
い
て
は
．
胡
塁
荘
と
師
弟
闊
係
で

あ
っ
た
貼
か
ら
も
、
又
八
害
古
微
＞
八
詩
古
微
＞
等
の
考
證
的
著
作

を
残
し
、
更
に
八
蒙
雅
＞
一
咎
（
廣
臼
學
藷
八
學
術
叢
編
＞
所
牧
）

と
い
う
字
害
を
残
し
て
い
る
黙
か
ら
も
理
解
で
き
よ
う
。

③
そ
の
為
に
、
後
人
章
柄
麟
は
八
素
よ
り
師
法
略
例
を
知
ら
ず
、
又

字
を
識
ら
ず
＞
と
酷
評
し
て
い
る
。
（
椋
論
巻
四
消
仰
）

④
小
野
川
秀
美
八
浦
末
洋
務
派
の
連
動
＞
（
前
掲
杏
所
牧
）
参
照
。

⑤
野
村
治
一
八
沌
末
公
羊
學
派
の
形
成
と
康
有
為
學
の
歴
史
的
意

義
＞
（
麟
家
卑
會
雑
誌
第
七
十
一
侮
第
七
ー
九
琥
）
参
照
。

R
八
病
貢
説
＞
二
咎
。
（
同
治
六
年
碧
磁
瑚
館
蔵
板
）
の
陳
湿
の
序
゜

⑦
番
黒
の
陳
濫
は
、
八
海
國
図
志
＞
に
讃
嘆
し
て
、
八
奇
書
な
り
▽

と
の
べ
、
後
に
魏
源
が
廣
東
に
赴
い
た
時
、
親
交
を
結
ぶ
に
至
っ

た
。
（
浦
史
列
偲
窃
六
十
九
）

四
四



魏

涼

思

想

試

論

雖
聖
王
復
作
、

庸
調
也
。
（
治
間
五
）

腿
史
的
諮
事
象
ぱ
、

い
る
。

て、

愛

化

の

こ

諒

明

さ

れ

て

時
間
的
認
過
を
意
味
す
る
の
で
ぱ
な
く

れ
て
お
り
、
そ
の
こ
と

の
東
諄
か
ら
解
放
さ
れ

地
皆
不
同
今
日
之
地
、
人

過
去
と
現
在
と
の

に
よ
っ
て
、
か
れ
の
隠
史
観
ぱ
、

て
い
る
。

三
代
以
上
、
天
皆
不
同
今
日
之
天
、

皆
不
同
今
日
之
人
。
（
同
前
）

天
地
人
の
す
べ
て
が
、
つ
ま
り
自
然
と
祉
會
と
を
包
括
し
て
、

そ
の
推
移
過
程
は
一
回
的
で
あ
り
、
過
去
と
現
在
と
ぱ
異
質
的
イ

あ
る
と
主
張
し
て
い
る
。
自
然
に
闘
し
て
ぱ
、
更
に

説
緑
以
近
古
為
得
質
。
矧
地
理
有
沿
革
、
陵
谷
有
髪
遷
。
以
後

世

之

輿

地

郡

扇

貢

、

猶

之

以

西

洋

之

暦

（

苫

古

微

の
の

附

輪

の

に

よ
う
な
構
造
と
特
徴
と
を
も
っ
て
い
る
か
を
楡
討
し
よ
う
。

祉
會
諸
制
度
の
推
移
す
る
過
程
は
、
か
れ
が
最
大
の
闘
ヽ
’

つ
て
い
た
貼
で
あ
り
、
か
れ
の
腿
史
観
の
中
心
課
題
は
、
そ
こ
か

ら
出
登
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
推
移
の

を
、
今
変
〉
と
い
う
概
念
で
論
明
し
て
い
る
。

而
條
編
。

ど
の

こ
こ

古来、

〈
易
〉

四
五

そ
の

通
罰
高
は
‘
)

と

言

っ

て

、

の

と

の

上
で
研
究
す
べ
き
こ
と
い
て
い
る
。
ま
た
、

が
今
で
は
平
原
と
な
り
、
ぱ
古
の
痕
州
の
田
は
上
の
上
で
あ
っ

た
が
、
今
で
は
平
蕪
に
ナ
ば
い
と
い
う

i

て

、

に

、

是
地
不
同
子
悛
世
之
地
也
。
（
治
富
五
）

と
結
論
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う

し
な
が
ら
も
、
し
か
し
、

き
、
却
つ
て
、

用
し
て
い
る
。

の
中
核
と
な
る
の
は
、
人
間
的
諮
活
動

ど

の

よ

う

に

認

識

し

ろ

う

。

天
地
之
大
應
曰
生

、
曰

（治靡――-）

時
に
ぱ
功
利
的
と
し
て
倫
理
的
非
雉
を
受
げ
て
い
る

絣
他
の
一
句
を
引
用
し
て
い
る
言
薬
で
あ
る
。
こ
の
句

①
 

は
恐
ら
く
、
為
政
者
的
立
場
の
思
想
で
あ
ろ
う
。
魏
源
も
基
本
的

に
は
、
そ
の
よ
う
な
立
場
を
と
り
な
が
ら
も
、
別
の
角
度
か
ら
理

解
せ
ん
と
し
て
い
る
。
か
れ
ぱ
、
人
間
的
諮
活
動
に
つ
い
て
の
事

る
こ
と
を
洞
察

の
み
に
留
め
て
お

uぅ



魏

源

思

想

試

論

賓
認
識
ー
即
ち
、
人
間
が
集
ま
れ
ば
、
そ
こ
に
勢
が
生
じ
、
財
か

あ
れ
ば
、
そ
こ
に
人
が
集
ま
る
と
い
う
、
極
め
て
即
物
的
な
事
買

認
識
と
の
闘
連
で
〈
易
〉
を
引
用
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
紐
典
か

ら
の
演
繹
と
し
て
の
例
證
を
學
げ
て
い
る
の
で
は
な
く
て
、
幣
し

い
事
買
の
考
寮
を
通
じ
て
到
逹
し
た
蹄
納
的
結
論
を
の
べ
て
い
る

の
で
あ
る
。
例
え
ば
次
の
一
文
に
も
、
同
様
の
見
解
が
示
さ
れ
て

る但
官
不
禁
民
之
採
、
則
荷
鉦
雲
趨
、
誕
糧
碧
赴
。
官
特
置
局
税

其
什
之
―
二
、
而
不
立
定
額
、
将
見
銀
之
出
不
可
思
議
、
税
之

入
不
可
肪
用
、
油
乎
如
泉
源
、
浩
乎
如
江
河
。
何
必
官
為
開
採
、

致
防
得
不
償
失
、
財
不
足
用
乎
。
（
聖
武
記
巻
十
四
軍
儲
篇
二
）

こ
れ
は
、
銀
鍛
開
戦
に
嘗
た
っ
て
官
採
を
廣
し
て
民
採
に
委
託

し
、
官
は
た
だ
課
税
す
る
だ
け
に
す
れ
ば
、
銀
の
裔
出
は
培
加

し
、
税
牧
入
も
同
時
に
増
加
す
る
だ
ろ
う
と
い
う
意
見
で
あ
る
。

こ
れ
は
、
少
な
く
と
も
人
間
活
動
の
一
面
に
は
、
財
貨
獲
得
の
螢

み
が
あ
る
と
い
う
前
提
な
し
に
は
成
立
し
得
な
い
だ
ろ
う
。
ま
た

漕
迎
論
に
お
い
て
、
〈
商
連
を
以
て
官
運
に
代
え
る
〉
と
主
張
し

R
 

た
の
に
も
、
同
じ
前
提
が
窺
え
る
の
で
あ
る
。

所
で
人
間
的
本
質
に
闘
す
る
右
の
如
き
立
場
で
は
、
人
間
性
に

つ
い
て
の
倫
理
の
怒
封
的
優
位
と
い
う
解
郷
が
放
棄
さ
れ
て
い
る

も
の
と
見
傲
し
て
よ
か
ろ
う
。
だ
か
ら
こ
そ
、
か
れ
の
記
に
よ
れ

ば
、
財
貨
獲
得
と
い
う
人
間
自
然
の
行
為
か
、
名
に
よ
っ
て

る
こ
と
に
よ
っ
て
膀
史
上
の
治
胤
興
亡
の
種
々
相
が
生

す
る
の
で
あ
る

c

（
治
篇
三
）
つ
ま
り
、
人
間
は
一
義
的
に
道
徳
的

存
在
（
そ
れ
が
普
で
あ
れ
賑
て
あ
れ
）
で
あ
る
と
い
う
人
間
観

は
、
か
れ
の
排
除
す
る
所
で
あ
る
。

謄
史
愛
化
の
観
念
の
承
認
の
し
か
た
が
、
以
上
の
よ
う
に
人
間

の
紐
沢
活
動
を
含
め
て
考
え
ら
れ
て
い
る
と
す
る
な
ら
ば
、
腿
史

の
勁
因
は
、
ど
こ
に
求
め
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
ら
か
。

天
下
ぷ
、
人
情
所
不
便
者
、
髪
可
復
。
人
情
所
群
便
者
、
髪
則

不
可
復
。
江
河
百
源
、
一
畠
於
海
。
反
江
河
之
水
、
而
復
錦
之

山
、
得
乎
。
履
不
必
同
、
期
於
適
足
。
治
不
必
同
、
期
於
利

民
。
（
治
篇
五
）

〈
人
情
〉
に
〈
便
＞
て
あ
る
か
拿
不
便
＞
て
あ
る
か
、
民
に

〈
利
〉
で
あ
る
か
否
か
が
、
歴
史
事
象
の
襲
化
を
も
た
ら
す
所
以

て
あ
り
、
〈
人
情
の
便
と
せ
ざ
る
所
の
者
は
、
髪
ず
る
も
復
す
べ

し
。
人
情
の
群
便
す
る
所
の
者
は
、
愛
す
れ
ば
復
す
べ
か
ら
ず
〉

て
あ
る
。
〈
江
河
の
水
を
反
し
て
ふ
た
た
び
之
を
山
に
蹄
す
〉
こ

と
は
不
可
能
な
の
で
あ
る
。

最
初
の
部
分
で
い
う
〈
便
＞
〈
不
便
〉
と
は
、
換
言
す
れ
ば
、

人
間
的
自
然
の
よ
り
豊
か
な
展
開
に
と
つ
て
有
用
で
あ
る
か
ど
う

か
、
と
い
う
間
題
に
な
る
。
少
な
く
と
も
こ
の
貼
か
ら
い
え
ば
、

人
間
的
欲
求
が
歴
史
展
開
の
中
核
に
な
る
と
い
う
思
想
だ
と
も
考

え
ら
れ
る
。
そ
し
て
こ
の
思
想
は
嘗
然
、
人
間
的
欲
求
は
自
然
て

四
六



（
治
篇
九
）

必
然
性
の
問
題
に
つ
い
て
の
、

あ

る

と

い

う

前

提

し

な

け

れ

ば

成

立

し

得

な

い
。
先
に
財
貨
獲
得
を
人
間
的
自
然
と
見
倣
す
立
場
を
楡
討
し
た

が
、
そ
れ
は
こ
こ
で
尊
き
出
さ
れ
た
結
論
と
同
エ
異
曲
の
も
の
で

あ
ろ
う
。

次
に
は
、

し
よ
う
。

魏

涼

思

想

試

論

か
れ
の
立
場
を
柏
討

或
吹
火
而
然
、
或
吹
火
而
滅
、
所
以
吹
者
異
也
。
故
以
頴
観
人
、

則
不
足
以
知
人
、
以
蹟
師
古
、
則
不
足
以
希
古
。
（
治
篇
四
）

現
象
は
複
雑
多
様
で
あ
り
、
且
特
殊
的
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
る

な
ら
ば
、
〈
蹟
〉
の
み
で
人
間
を
判
断
し
得
な
い
し
、
〈
鼠
〉
の

み
で
古
代
を
師
と
す
る
こ
と
は
正
し
く
な
い
。
火
の
燃
え
る
と
減

す
る
と
の
現
象
の
背
後
に
あ
る
本
質
を
洞
察
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
は
じ
め
て
膝
史
認
識
が
十
全
性
を
幣
び
る
。
か
れ
は
、
こ
の

よ
う
に
、
現
象
の
多
様
性
・
偶
然
性
を
貫
い
て
い
る
本
質
性
の
間

題
を
提
起
し
た
。
し
か
し
残
念
な
こ
と
に
提
起
に
留
ま
つ
て
、
充

分
に
展
開
し
て
い
な
い
。

魏
源
は
、
歴
史
に
つ
い
て
以
上
の
よ
う
に
考
え
た
後
、
祉
會
諮

制
度
に
つ
い
て
の
評
恨
を
試
み
て
い
る
。

柳
子
非
封
建
三
代
私
而
後
代
公
也
。

何
異
。
三
代
用
人
、

四
七

封
建
か
ら
郡
縣
へ
の
髪
化
、
世
族
制
か
ら
貢
學
制
へ
の
髪
化

は
、
い
ず
れ
も
私
か
ら
公
へ
の
髪
化
で
あ
っ
て
、
そ
の
意
味
で
三

③
 

代
よ
り
も
後
世
の
方
が
優
れ
て
い
る
と
批
評
し
て
い
る
。

或
は
ま
た
、
三
代
を
理
想
化
し
て
、
ひ
た
す
ら
三
代
へ
の
復
蹄
を

念
願
す
る
尚
古
主
義
的
・
末
世
的
瓶
史
観
を
鋭
く
批
判
し
て
い
る

C

荘
生
喜
言
上
古
。
上
古
之
風
必
不
可
復
。
徒
使
晉
人
糠
枇
蟄

法
、
而
禍
世
数
。
宋
偏
専
言
三
代
。
三
代
井
田
封
建
選
畢
不
可

復
。
徒
使
功
利
之
徒
以
迂
遠
信
術
。
（
治
篇
五
）

既
に
の
べ
た
如
く
、
〈
古
を
髪
す
る
こ
と
愈
々
益
く
れ
ば
、
民

を
便
に
す
る
こ
と
愈
々
甚
し
〉
と
い
う
立
場
を
と
る
な
ら
ば
、
〈

上
古
の
風
〉
を
回
復
買
現
せ
ん
と
す
る
試
み
ぱ
徒
努
で
あ
る
し
、

一
方
宋
侶
の
よ
う
な
、
三
代
諮
制
度
の
極
端
な
美
化
と
現
宜
否
定

も
、
結
局
緑
世
涜
民
と
い
う
偏
数
本
来
の
使
命
を
忘
れ
て
、
空
疎

な
思
輝
を
弄
ぶ
官
傑
を
生
み
だ
す
し
か
な
い
。

で
は
、
歴
史
的
過
去
と
し
て
の
〈
三
代
〉
に
紺
し
て
、
魏
源
は
、

ど
ん
な
態
度
で
臨
む
だ
ろ
う
か
。

無
三
代
以
上
之
心
則
必
俗
、
不
知
三
代
以
下
之
情
勢
則
必
迂
。

（
同
前
）

古
代
の
素
朴
な
糀
帥
、
一
代
以
上
の
心
〉
を
も
つ
こ

と
が
要
語
さ
れ
て
、
〈
三
代
〉
は
現
宜
に
尉
虜
す
る
態
度
と
し
て

て
い
る
。
そ
れ
と
、
三
代
以
下
の
情
勢
〉
を
知
る
こ

め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

つ
ま
り



魏

源

思

想

試

論

買
的
課
題
の
解
決
と
い
う
買
践
的
意
欲
に
も
と
ず
く
な
ら
ば
、

〈
三
代
〉
は
決
し
て
夢
想
や
軍
な
る
客
観
的
尉
象
て
あ
っ
て
は
な

ら
な
い
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
魏
源
の
歴
史
観
を
要
約
し
て
お
く
と
、
祉
會
的
諸
事
象

は
斐
化
し
、
過
去
と
現
在
と
は
異
な
る
の
み
な
ら
ず
、
現
在
の
方

が
優
れ
て
い
る
、
そ
し
て
歴
史
は
現
象
と
本
質
と
を
も
つ
、
と
い

う
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
、
所
謂
進
歩
史
観
と
呼
ば
れ
る
腿
史
観

に
殆
ど
接
近
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
歴
史
が
そ
れ
自
慨
獨
立
し
、
且
そ
れ
自
儒
の

法
則
性
を
貫
徹
す
る
自
己
運
動
の
過
程
と
し
て
、
叉
そ
こ
に
何
ら

か
の
完
結
へ
の
衝
動
が
あ
る
も
の
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
る
の
で

あ
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
な
設
間
を
提
出
す
る
時
、
我
々
の
期
待
は

大
幅
に
裏
切
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
歴
史
が
そ
れ
自
盟
と
し
て
獨
立

す
る
と
は
、
科
學
的
尉
象
と
し
て
の
歴
史
が
成
立
す
る
こ
と
で
あ

り
、
よ
り
具
盟
的
に
は
、
歴
史
が
政
治
や
道
偲
か
ら
分
離
す
る
こ

と
で
あ
る
。
と
す
る
な
ら
ば
、
次
の
言
葉
は
、
そ
う
し
た
考
え
と

は
全
く
逆
の
立
場
に
立
つ
も
の
と
理
解
さ
れ
る
。

故
氣
化
無
一
息
不
髪
者
也
。
其
不
髪
者
道
而
己
。
勢
則
日
髪
而

不
可
復
者
。
（
治
筒
三
）

祉
會
的
自
然
的
詰
事
象
は
、
す
べ
て
髪
化
し
て
や
ま
な
い
も
の

だ
と
説
い
た
後
で
、
右
の
主
張
が
突
如
持
ち
出
さ
れ
て
い
る
の
で

あ
る
。
即
ち
、
愛
化
す
る
と
い
う
の
は
〈
勢
〉
の
み
で
あ
っ
て
、

確
固
不
愛
の
も
の
と
し
て
の
へ
道
〉
の
重
要
性
を
強
謁
し
て
い
る

の
で
あ
る
。
然
ら
ば
〈
道
〉
と
は
何
か
、
又
〈
勢
〉
と
は
何
か
。

治
天
下
之
具
、
其
非
勢
利
名
乎
。
井
田
利
乎
、
封
建
勢
乎
、
學

校
名
乎
。
聖
人
以
其
勢
利
名
公
天
下
、
身
憂
天
下
、
而
無
天
下

之
築
。
（
中
略
）
夫
惟
使
勢
利
名
純
乎
道
徳
者
、
可
以
治
天
下

突
。
（
治
篇
三
）

〈
道
〉
と
は
道
徳
に
ほ
か
な
ら
な
い
し
、
〈
勢
〉
は
〈
利
・

名
〉
と
併
用
さ
れ
て
は
い
る
が
、
一
般
的
に
は
自
然
的
趨
向
と
総

括
し
ズ
よ
か
ろ
う
。
今
、
人
間
論
と
し
て
〈
勢
＞
の
問
題
を
検
討

す
る
な
ら
ば
、
自
然
的
趨
向
と
は
人
間
的
自
然
の
こ
と
で
あ
る

の
で
は
瀕
ぱ
、
人
間
的
自
然
を
そ
れ
自
監
と
し
て
容
認
し
て
い
る

が
、
魏
な
い
。
―
つ
は
数
化
支
配
の
手
段
の
範
園
内
に
閉
じ
こ

め
、
従
っ
て
第
二
に
は
、
人
間
的
自
然
が
無
制
約
的
に
伸
展
せ
し

め
ら
れ
な
い
で
、
道
應
数
化
と
相
伴
う
べ
き
こ
と
を
主
張
し
て
い

る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
は
じ
め
て
、
政
治
は
過
不
及
な

く
運
用
さ
れ
、
人
間
的
自
然
も
有
効
性
を
保
つ
の
で
あ
る
。

か
れ
が
、
個
人
的
特
性
や
職
務
分
化
を
強
調
し
な
が
ら
も
、
そ

れ
が
、
究
極
的
に
は
現
存
盟
制
の
反
動
的
強
化
の
役
割
を
に
な
う

も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
既
に
の
べ
た
通
り
で
あ
る
が
、
今
は
そ

の
腿
史
観
に
お
い
て
も
、
人
間
的
自
然
が
決
し
て
手
放
し
に
肯
定

さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
て
、
寧
ろ
政
治
支
配
の
貫
徹
に
利
用
さ

れ
る
結
果
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

四
八



魏

源

思

想

試

論

財
貨
の
獲
得
と
か
盆
便
〉
と
か
い
う
こ
と
、

望
が
人
間
的
自
然
の
一
面
で
あ
る
と
し
、
一

の
一
要
素
で
あ
る
と
す
る
観
黙
を
、
も
し
そ
の
ま

大
し
て
ゆ
け
ば
、
祉
會
は
少
な
く
と
も
或
る
怠
味
で
は
、

争
の
場
で
あ
る
こ
と
を
容
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
（
現
質
に

は
農
民
闘
争
の
容
認
と
な
る
）
、
更
に
は
革
命
肯
定
論
へ
と
展
開
せ
ざ

る
を
得
な
い
だ
ろ
う
（
現
買
に
は
太
平
天
國
の
肯
定
と
な
る
）
。
し
か

し
か
れ
は
、
論
理
の
展
開
を
途
中
で
停
止
せ
し
め
て
、
人
間
的
自

然
を
ば
、
〈
道
〉
（
秩
序
）
で
以
て
釘
づ
け
に
し
て
し
ま
っ
た
の

で
あ
る
。
裏
返
し
て
い
う
と
、
人
間
的
自
然
は
、
か
れ
の
横
溢
せ

る
政
治
的
質
践
へ
の
意
欲
の
中
に
覆
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
即

ち
、
そ
れ
は
、
自
己
の
屈
す
る
階
級
的
立
場
を
強
化
せ
ん
が
た
め

の
願
望
と
情
熟
に
支
え
ら
れ
た
主
張
と
し
て
の
み
成
立
し
て
い
る

と
言
え
る
。

今
し
ば
ら
く
、
魏
源
の
い
う

゜
ぅ

設
以
言
相
感
、
化
以
帥
相
惑
。
有
敦
而
無
化
、
無
以
格
頑
。

化
而
無
数
、
無
以
格
愚
。
聖
人
在
上
、
以
詩
渇
牧
民
、
以
蟄
築

化
民
。
聖
人
在
下
、
以
無
儒
之
麟
、
無
聾
之
築
化
民
。
（
治
篇

十
三
）

人
民
に
尉
す
る
敦
化
は
、
全
く
他
統
的
な
方
法
を
一
歩
も
出
て

い
な
い
。
人
民
は
あ
く
ま
で
頑
愚
で
あ
る
と
の
前
提
に
立
つ
敦
化

の
性
格
を

し
て
み
よ

矛
盾
闘

要
す
る

四
九

に

ほ

か

な

ら

な

い

。

為

政

者

自

身

の

、

人

民

支

配

の
蛤
礎
に
な
る
と
い
う
立
場
は
、
次
の
よ
う
に
か
れ
て
い
る
。

身
無
道
徳
、
雖
吐
陥
為
緑
、
不
可
以
信
。
世
主
無
道
虞
、
推
襲

法
古
制
、
不
足
以
動
民
。
（
學
篇
一
）

〈
大
學
〉
に
い
う
〈
修
身
齊
家
治
闘
平
天
下
〉
の
観
念
が
固
守

さ
れ
、
為
政
者
の
政
治
支
配
と
道
偲
性
と
の
密
接
不
可
分
な
闘
係

が
品
か
れ
て
い
る
こ
と
が
分
る
。
こ
こ
で
は
、
私
的
モ
ラ
ル
が
公

的
モ
ラ
ル
ヘ
連
紹
し
、
政
治
性
の
契
機
ぱ
ど
こ
に
も
見
出
し
得
な

い
の
で
あ
る
。
こ
の
黙
に
つ
い
て
、
か
れ
ぱ
一
厨
敷
桁
的
に
、
歴

史
的
な
説
明
を
し
て
い
る
。

三
代
以
上
、
君
師
道
一
、
而
鵜
築
為
治
法
。
三
代
以
下
、
君
師

道
二
、
而
麿
築
為
虚
文
。
古
者
塁
獨
以
君
師
而
己
。
自
家
宰
．

司
徒
・
宗
伯
下
至
師
氏
・
保
氏
・
卿
大
夫
、
何
一
非
士
之
師

表
。
（
中
略
）
有
位
之
君
子
、
即
有
徳
之
君
子
也
。
故
道
徳
一
而

風
俗
同
。
自
孔
孟
出
有
偏
名
、
而
世
之
有
位
君
子
、
始
自
外
子

悩
癸
。
宋
賢
出
有
道
學
名
、
而
偏
者
又
自
外
子
學
道
突
。
（
中

略
）
功
利
興
而
道
偲
数
化
皆
土
宜
芙
。
有
位
典
有
徳
、
淫
然
ニ

塗
。
治
紐
之
偏
典
明
道
之
偏
・
政
れ
之
偏
、
又
袢
然
二
塗
。
臭

天
不
復
、
憂
無
糾
也
。
千
歳
必
反
古
之
常
也
。
弟
子
勉
學
、
天

不
忘
也
。
（
學
篇
八
）

〈
三
代
以
上
〉
に
お
い
て
は
君
師
一
儒
で
あ
り
、
〈
有
位
の
君

子
は
即
ち
有
態
の
で
あ
っ
た
の
が
、
後
世
に
な
る
に
従
っ



四）

て、

魏

源

思

想

試

論

ま
ず
君
師
が
分
離
し
て
師
儒
が
出
現
し
、
更
に
所
謂
〈
道

が
出
現
す
る
。
有
位
と
有
億
が
分
離
し
た
後
、
治
経
明
道
政

事
へ
と
分
裂
作
用
が
績
く
。
こ
の
よ
う
な
細
分
化
の
過
程
を
の
ベ

た
後
に
、
〈
荀
子
〉
賦
篇
の
句
を
引
い
て
、
千
歳
の
後
に
期
待
し

て
學
間
に
勉
め
よ
と
結
ん
で
い
る
。
こ
の
文
は
、
三
代
以
下
の
政

治
と
學
問
・
道
偲
が
、
そ
れ
ぞ
れ
に
分
化
し
て
い
く
傾
向
に
鉗
し

て
、
否
定
的
な
立
場
で
慨
嘆
し
た
も
の
で
あ
る
。

道
霞
的
修
養
は
ま
た
、
〈
反
情
復
性
〉
の
學
で
あ
る
と
も
い
わ

れ
る
。盛

性
至
命
之
學
、
不
可
以
語
中
人
、
明
突
。
反
情
復
性
之
學
、

不
可
以
語
中
人
以
下
、
又
明
突
。
（
学
篇
三
）

箭
の
放
恣
な
登
現
は
抑
制
し
て
、
〈
性
〉
に
復
す
べ
き
で
あ
り
、

〈
中
人
〉
は
そ
の
よ
う
な
修
養
を
通
じ
て
聖
人
に
到
逹
し
得
る
。

ま
た
聖
人
は
、
〈
性
を
蓋
く
す
〉
こ
と
に
よ
っ
て
、
網
封
的
境
地

た
る
〈
命
〉
の
自
党
に
到
逹
で
き
る
と
し
て
い
る
。
こ
の
〈
反
情

復
性
〉
に
、
政
治
論
的
扮
飾
が
施
さ
れ
る
と
、
次
の
様
に
な
る
。

萬
事
莫
不
有
其
本
。
守
其
本
者
有
除
、
失
其
本
者
常
不
足
。
宮

室
之
設
、
本
庇
風
雨
也
。
（
中
略
）
主
奢
一
則
下
奢
一
、
主
奢
一

則

下

奢

五

、

是

合

十

天

下

為

一

天

下

也

。

以
一

〈
本
〉
つ
て
い
る
の
は
、
原
始
素
朴
の
欣
態
で
の
最
低
限

度
の
必
要
を
指
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
又
、
心
構
え
と

し
て
の
質
素
と
も
言
え
る
。
質
素
な
心
を
守
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

は
じ
め
て
天
下
の
治
安
が
維
持
で
き
る
と
い
う
観
貼
は
、
魏
源
の

政
治
論
か
最
後
に
到
逹
し
た
総
決
算
で
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
は
、

銑
に
見
て
き
た
歴
史
観
か
ら
は
何
と
遠
い
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
し

て
こ
の
一
文
に
は
、
か
れ
が
〈
本
〉
に
固
執
し
、
道
徳
に
期
待
す

る
所
以
が
、
最
も
端
的
に
表
明
さ
れ
て
い
る
。
郎
ち
、
凱
斜
や
僭

越
や
攘
奪
と
い
っ
た
事
態
、
要
す
る
に
人
民
の
反
抗
を
防
止
抑
歴

す
る
為
に
は
、
萬
事
を
自
然
趨
向
的
な
も
の
と
し
て
捉
え
て
は
な

ら
な
い
。
必
ず
確
固
不
動
の
も
の
、
最
も
根
源
的
な
も
の
が
要
請

さ
れ
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
故
に
〈
本
〉
は
、
よ
り
一
層
普
遍
化
さ
れ
ざ
る
を
得
な

い
。
展
史
的
に
は
〈
太
古
〉
に
返
れ
と
詭
明
さ
れ
て
い
る
。

本
何
也
。
即
所
謂
宗
典
君
也
。
於
萬
物
為
母
、
於
人
為
嬰
兒
、

於
天
下
為
百
谷
王
、
於
世
為
太
古
、
（
中
略
）
誠
如
此
則
無
一
物

不
蹄
其
本
、
無
一
日
不
有
太
古
也
。
（
中
略
）
百
髪
不
離
宗
、
又

安
事
支
離
求
之
乎
。
反
本
則
無
欲
。
無
欲
則
致
柔
。
故
無
為
而

無
不
為
。
（
老
子
本
義
、
論
老
子
）

〈
本
〉
は
、
自
然
と
祉
會
と
を
通
じ
て
想
定
さ
れ
、
諸
現
象
の

背
後
に
蔵
さ
れ
て
お
り
、
人
間
が
主
髄
的
な
修
養
努
力
に
よ
っ
て

獲
得
す
べ
き
だ
と
さ
れ
る
。
つ
ま
り
〈
本
〉
は
、
買
在
で
は
な
く

五
〇



こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。

識
の
立
場
と
し
て
、
髪
化
(

人
間
的
自
然
で
あ
る
と
す
る
見
解
に
逹
し
た
こ
と
に
は
、

大
き
な
意
義
が
あ
る
。
し
か
し
か
れ
は
、
閤
制
強
化
の
役
割
を
に

な
っ
て
い
る
が
為
に
、
奨
に
正
し
い
腿
史
認
識
に
高
め
得
な
い

で
、
我
々
の
目
に
は
明
ら
か
に
矛
盾
混
胤
し
て
い
る
と
見
ら
れ
る

道
徳
主
義
的
腿
史
賎
て
以
て
、
究
極
的
な
整
理
づ
け
を
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

次
に
、
か
れ
の
瓶
史
観
が
帥
秘
主
義
的
傾
向
を
も
備
え
て
い
る

こ
と
を
指
摘
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

以
何
為
本
、
以
何
為
船
乎
。
曰
、
以
天
為
本
、
以
天
為
婦
。
黄

帝

・

亮

・

・

周

公

・

仲

尼

・

仰

論

、

其

生

也

自

上

天

、

其

生

也

、

語

必

稲

天

。

魏

源

思

想

試

論

五

で

一

あ

り

で

あ

る

C

即
ち
所
謂
宗
と
君
な
り
。
〉
と
い

に
見
出
し
て
い
る
こ
と
を
怠
味
す
る
。

あ
る
と
し
て
も
、
か
れ
が
政
ヅ

な
ら
ば
、
嘗
然
〈
本
〉
を
｛

ね
ば
な
ら
な
い
。
だ
か
ら
、

し
て
、

ぅ
‘
 

と
し

し
か
し
、

の
終
局
の
到

て
く
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て

の
聖
人
は
す
べ
て
、
天
よ
り
生
ま
れ
、
死
し
て
は
天
に

反
る
。
そ
れ
故
に
〈
本
〉
と
は
天
な
の
だ
と
言
う
。
こ
の
よ
う
な

思
想
は
自
ず
と
、
〈
天
人
合
一
〉
論
に
到
る
で
あ
ろ
う
。
〈
人
の

心
は
即
ち
天
の
心
〉
（
學
篇
四
）
と
言
い
、
〈
天
道
と
人
事
の
一
な

る
を
知
っ
て
、
し
か
る
後
造
命
・
立
命
以
て
そ
の
安
命
を
成
す
べ

し
e
>

（
學
篇
七
）
と
、
天
道
と
人
中
サ
の
一
慨
化
を
諒
き
、
〈
命
〉

へ
の
尉
虞
の
し
か
た
を
の
べ
て
い
る
。
〈
命
〉
を
知
る
こ
と
に
よ

つ
て
、
は
じ
め
て
貫
践
が
可
能
に
な
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
か

ら
、
そ
う
し
た
理
解
か
ら
は
、
卜
筑
の
恨
値
は
、
極
め
て
重
要
な

も
の
に
な
る
。

故
卜
筑
者
天
人
之
参
也
。
地
天
之
通
也
。
（
學
篇
七
）

〈
治
篇
〉
の
後
半
部
に
は
、
卜
筑
の
買
践
的
機
能
が
高
く
評
恨

さ
れ
、
髪
轄
極
ま
り
な
い
古
今
宇
宙
の
不
可
知
性
の
故
に
、
〈
無

心
の
卜
砂
巫
〉
に
よ
っ
て
疑
を
決
す
べ
き
だ
と
説
く
（
治
篇
十
六
）
。

も
は
や
こ
こ
で
は
、
人
間
の
主
慨
的
意
志
と
行
為
と
は
否
定
さ
れ

ざ
る
を
得
な
い
。
か
れ
の
主
張
す
る
政
治
的
買
践
と
の
矛
盾
ぱ
、

一
層
深
刻
な
も
の
と
な
っ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。
そ
し
て
究
極
的
に

は
、
宗
敦
信
仰
に
到
逹
す
る
ほ
か
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

鬼
帥
の
存
在
と
作
用
と
を
承
認
し
て
、

鬼
帥
之
説
、
其
有
盆
於
人
心
。

所
不
及
者
、



魏

源

思

想

試

論

と
、
鬼
肺
説
は
、
刑
罰
と
相
補
つ
て
人
民
に
恐
怖
心
を
典
え
る
こ

と
に
よ
っ
て
政
治
支
配
を
徹
底
す
る
道
具
だ
と
考
え
ら
れ
て
い

る
。
こ
こ
に
は
、
か
れ
の
宗
敦
信
仰
の
買
盟
が
あ
か
ら
さ
ま
に
の

べ
ら
れ
て
い
る
の
で
、
こ
れ
以
上
説
明
す
る
必
要
は
あ
る
ま
い
。

晩
年
、
か
れ
は
浄
土
信
仰
に
入
っ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
時
の

心
境
を
友
人
周
飴
楔
に
宛
て
た
書
翰
の
中
で
、
次
の
よ
う
に
の
ベ

て
い
る
。

老
年
兄
弟
、
値
此
難
事
。
一
切
有
無
、
皆
不
足
待
。
惟
此
横
出

三
界
之
法
、
乃
我
佛
願
力
所
成
。
但
辮
一
心
、
終
登
九
品
。
且

此
念
佛
法
門
、
普
被
三
根
、
無
分
智
愚
男
女
、
皆
可
修
持
。
若

能
刊
刻
流
布
、
利
盆
非
小
、
子
其
力
行
母
怠
。
（
原
刻
浄
土
四

⑤ ② ① 経
叙
）

〈
一
切
の
有
為
は
皆
侍
む
に
足
ら
ず
〉
と
い
う
諦
観
に
到
り
、

〈
但
一
心
を
辮
じ
て
終
に
九
品
に
登
る
〉
こ
と
を
願
う
ば
か
り
で

あ
る
。
こ
こ
に
至
っ
て
、
か
れ
は
、
も
は
や
買
践
的
意
欲
を
喪
失

し
、
ひ
た
す
ら
九
品
浄
土
に
憧
れ
る
非
現
買
主
義
へ
と
膊
換
す

る
。
そ
れ
は
、
か
れ
の
現
買
主
義
の
報
い
ら
れ
ざ
る
が
為
で
は
な

く
て
、
か
れ
の
現
賀
主
義
の
も
つ
深
い
矛
盾
の
避
け
が
た
い
結
果

で
あ
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

本
田
演
八
易
學
＞
百
二
十
五
頁
参
照
。

八
道
光
丙
戌
海
連
記
（
代
）
＞
（
古
微
堂
外
集
巻
七
）

五




